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はじめに 

～樹木採取権制度の概要～ 

（１）樹木採取権制度創設の背景

我が国の森林は、戦後造成された人工林が本格的な利用期を迎えています。この森林

資源を「伐って、使って、植える」という形で循環利用していくことで、先人の築いた

貴重な資源を継承・発展させることが、これからの森林・林業施策の主要課題となりま

す。 

 こうした課題に対応するため、森林経営管理法（平成 30 年法律第 35 号）が制定さ

れ、経営管理が不十分な民有林について、市町村が仲介役となって、その経営管理を都

道府県が公募・公表する民間事業者に集積・集約化する森林経営管理制度が平成 31 年

４月からスタートしました。この制度の要となる林業経営者を育成するためには、安定

的な事業量の確保が必要となり、そのためには、民有林からの木材供給を補完する形で、

国有林から長期・安定的に事業者が樹木を採取できるよう措置することが有効と考えら

れます。また、森林資源が充実する中で、川上から川下に至るサプライチェーンの当事

者が連携して行う非住宅建築物の木造化・木質化等、新たな木材需要の開拓に資する取

組を促進していく必要があります。 

 このような認識の下、効率的かつ安定的な林業経営の育成を図るため、現行の入札に

よる方法に加え、国有林野の一定区域を「樹木採取区」として指定し、当該区域におい

て、国有林野の公益的機能の維持増進や地域産業の振興等に配慮した上で、木材の需要

者と連携する事業者が一定期間・安定的に樹木を採取できる権利である「樹木採取権」

を創設する国有林野の管理経営に関する法律（昭和 26 年法律第 246 号。以下「法」と

いう。）の一部改正が行われました。 

図１：森林経営管理制度の円滑な実施を支援していくための国有林の取組 
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（２）樹木採取権制度の主な流れ

ア 樹木採取区の指定

森林管理局長は、効率的かつ安定的な林業経営の育成を図るため、樹木の採取に適

する相当規模の森林資源が存在する一団の国有林野の区域であること、指定しようと

する区域の所在する地域において、国有林及び民有林に係る施策を一体的に推進する

ことにより、地域における産業の振興に寄与すると認められるものであること等の基

準に該当する区域を樹木採取区として指定します。 

イ 樹木採取権の設定を受ける者の公募及び選定

森林管理局長は、樹木採取区を指定したときは、樹木採取権の設定を受けることを

希望する者を公募します。 

樹木採取権の設定を受ける者は、欠格事由に該当せず、経営管理を効率的かつ安定

的に行う能力及びこれを確実に行うに足りる経理的基礎を有すると認められること、

木材利用事業者等（いわゆる川中事業者）及び木材製品利用事業者等（いわゆる川下

事業者）との連携により、木材の安定的な取引関係を確立することが確実と認められ

ること等の基準に適合する必要があります。 

申請者のうち基準に適合する者の中から、森林管理局長は、樹木料の算定の基礎と

なる申請額、事業の実施体制、地域における産業の振興に対する寄与の程度等を勘案

し、樹木採取権の設定を受ける者を選定し、関係都道府県知事に協議の上、選定した

者に樹木採取権の設定を行います。樹木採取権の設定を受けた者（以下「樹木採取権

者」という。）は、樹木採取権の設定に際し、権利設定料を納付しなければなりませ

ん。 

ウ 樹木採取権の行使及び採取跡地の植栽

樹木採取権者による樹木採取権の行使及び採取跡地の植栽については、樹木採取権

者と森林管理局長が締結する樹木採取権実施契約及び樹木採取権運用協定により、具

体的な内容が定められます。 

（ア）樹木採取権実施契約

樹木採取権者は、事業の開始前に、森林管理局長と、樹木を採取する箇所、その

箇所ごとの面積、採取方法等の具体的な施業の計画、木材利用事業者等及び木材製

品利用事業者等との連携による木材の安定的な取引関係の確立に関する事項等を内

容に含む法第８条の 14 第１項の樹木採取権実施契約（以下「実施契約」という。）

を締結しなければなりません。実施契約の内容は、公益的機能の維持増進等の観点

から、現行の国有林の伐採のルールに則り、法第８条の 14 第２項第１号の森林管理

局長が樹木採取区ごとに定める樹木の採取に関する基準(以下「採取の基準」とい

う。)、樹木採取区の所在する国有林野に係る地域管理経営計画等に適合する必要が

あります。また、樹木採取権者は、実施契約に基づきあらかじめ国に樹木料を納付

しなければ、樹木採取区における樹木を採取してはならないこととされています。 

 実施契約は、５年ごとに５年を一期として締結しなければなりませんが、国有林

野の適切かつ効率的な管理経営の実施を確保するため必要があるときは、その期間

よりも短い期間とすることができるとされています。具体的には、実施契約の期間

を地域管理経営計画の計画期間と整合させることにより、５年よりも短い期間とす
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る場合などがあります。 

（イ）樹木採取権運用協定

樹木採取権者は、樹木採取権の設定後直ちに、実施契約の締結手続、土地の使用

に関する事項等、樹木採取権の存続期間及び存続期間満了後を通じた国と樹木採取

権者との間の権利義務を定める樹木採取権運用協定（以下「運用協定」という。）を、

森林管理局長と締結しなければならないこととなります。 

（ウ）樹木の採取跡地における植栽

樹木の採取跡地における植栽については、国が事業者との間で造林事業請負契約

を締結することにより責任を持って行いますが、採取跡地における植栽を効率的に

実施するため、樹木採取権者に、植栽をその樹木の採取と一体的に行うよう申し入

れるものとされています。このため、森林管理局長は、公募の際に、樹木採取権者

が実施契約等に基づいて植栽に係る作業を行うことを提示し、これに応じた者から

樹木採取権者を選定することとし、樹木採取権者は、樹木採取権の設定後、実施契

約等に基づき、国と造林の請負契約等を締結し、採取跡地の植栽を行うこととなり

ます。  

エ 報告、指示及び樹木採取権の取消し

森林管理局長は、事業の適正を期するため、樹木採取権者に対して、その業務若し

くは経理の状況に関し報告を求め、調査し、又は必要な指示をすることができます。

この指示に正当な理由がなく従わないときは、森林管理局長は樹木採取権を取り消す

ことができます。 

このほか、森林管理局長は、樹木採取権者が国有林の伐採のルールに適合しない採

取を行うなど実施契約において定められた事項について重大な違反があったとき、樹

木料を納付しないで樹木を採取したとき等、法で定められた場合に該当するときは、

樹木採取権を取り消すことができます。 
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図２：樹木採取権制度の流れのイメージ※ 

※ 令和３年２月１日に存続期間 10 年の権利を設定した場合

（３）関連する改正事項

国有林野の管理経営に関する法律等の一部を改正する法律（令和元年法律第 31 号。

以下「国有林改正法」という。）においては、木材の安定供給の確保に関する特別措置

法（平成８年法律第 47 号。以下「木安法」という。）等も一部改正されました。 

 木安法の事業計画の作成者に、川上事業者として森林経営管理法第 36 条第２項又は

第 44 条第２項の規定に基づき都道府県が公表する民間事業者等が加えられるとともに、

川下事業者が新たに位置づけられ、事業計画に任意で含められる促進措置の実施者に、

木材輸送業者が加えられました。さらに、川上、川中、川下の各事業者が連携して行う

取組に対し、低利の資金融通及び債務保証の措置を講ずることとされています。 

また、今回の改正では川上、川中と共同して木材需要の拡大に取り組むことを条件に、

中小住宅生産者や家具製造事業者等の川下の事業者も支援の対象となりました。また、

サプライチェーンの構築に当たって重要な役割を果たす木材輸送業者も対象とされ、木

材の流通の円滑化、利用の促進を図る制度となっています。 

なお、木安法における森林所有者等が樹木採取権の設定を受けた場合において、樹木

採取権の設定の翌日から１年以内に、樹木採取権者並びに当該樹木採取権にかかる申請

書に記載された木材利用事業者等及び木材製品利用事業者等から都道府県知事等に申

請があった場合、これらの者を木安法の認定事業者と、当該申請書を木安法の認定事業

計画とみなし、木安法の金融措置等を適用することとされています。 

図３：木安法等の改正概要 
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第５章 審査・評価・選定

（１）法の規定

（選定） 

第八条の十 農林水産大臣は、農林水産省令で定めるところにより、第八条の八第

一項の規定による申請をした者（以下「申請者」という。）が次に掲げる基準に

適合しているかどうかを審査しなければならない。 

一 経営管理を効率的かつ安定的に行う能力及び経営管理を確実に行うに足りる

経理的基礎を有すると認められること。 

二 申請額が農林水産大臣が樹木採取区ごとに定める樹木料の算定の基礎となる

べき額以上であること。 

三 木材利用事業者等及び木材製品利用事業者等との連携により木材の安定的な

取引関係を確立することが確実と認められること。 

四 前三号に掲げるもののほか、国有林野の適切かつ効率的な管理経営の実施の

確保に支障を及ぼすおそれがあるものでないこと。 

２ 農林水産大臣は、前項の規定により審査した結果、申請者が同項各号に掲げる

基準に適合していると認められるときは、申請額、事業の実施体制、樹木採取区

の所在する地域における産業の振興に対する寄与の程度その他農林水産省令で定

める事項を勘案して、その適合していると認められた全ての申請者の申請書につ

いて評価し、樹木採取権の設定を受ける者を選定するものとする。 

（欠格事由） 

第八条の十一 次の各号のいずれかに該当する者は、第八条の七の規定による公募

に応じることができない。 

一 この法律又は森林法に規定する罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わ

り、又はその執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者 

二 第十七条第一項の規定により第十条に規定する分収造林契約を解除され、そ

の解除の日から二年を経過しない者 

三 第八条の二十二第一項（第一号に係る部分に限る。）の規定により樹木採取

権を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者 

四 十分な社会的信用を有していない者 

五 法人であって、その業務を行う役員のうちに前各号のいずれかに該当する者

があるもの 

（樹木採取権の設定を受ける者の決定等） 

第八条の十二 農林水産大臣は、第八条の十第二項の規定により選定した者に対

し、その申請に係る樹木採取権の設定をするものとする。 

２ 農林水産大臣は、前項の設定をしようとするときは、関係都道府県知事に協議

しなければならない。 

３ 農林水産大臣は、第一項の設定をし、又は当該設定をしないことの決定をした

ときは、遅滞なく、同項の樹木採取権に係る全ての申請者に対し、その旨の通知

をするものとする。 

４ 農林水産大臣は、第一項の設定を受けた者に対し、その申請に係る権利設定料

について、納付期限を定めて、その納付を命ずるものとする。 

５ 前項の権利設定料の納付方法は、政令で定める。 

（２）省令の規定

（公募）

第二十八条の四 法第八条の七の規定による公募は、インターネットの利用その他

の適切な方法により行うものとする。 
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（設定の申請） 

第二十八条の六 法第八条の八第二項の申請書には、当該申請書に記載された事項

（法第八条の九第一項第二号に掲げるものを除く。）を証する書類を添付しなけれ

ばならない。 

（経営管理を効率的かつ安定的に行う能力等を有することを明らかにするために

必要な事項） 

第二十八条の七 法第八条の九第一項第四号の農林水産省令で定めるものは、次の

とおりとする。 

一 経営管理の状況 

二 資産及び収支その他の経理の状況 

（木材の安定的な取引関係の確立に関する事項） 

第二十八条の八 法第八条の九第一項第六号の農林水産省令で定めるものは、次の

とおりとする。 

一 木材利用事業者等及び木材製品利用事業者等の氏名又は名称 

二 木材利用事業者等の事業所であって木材の安定供給の確保に関する特別措置

法（平成八年法律第四十七号）第四条第一項に規定する森林所有者等が生産した

木材の引取りを行うものの所在地 

三 木材製品利用事業者等の事業所であって木材の安定供給の確保に関する特別

措置法第四条第一項に規定する木材製品の引取りを行うものの所在地又は同項

に規定する木材製品利用事業を行う区域 

四 事業を実施するのに必要な資金の額及びその調達方法 

（樹木採取権者の選定に関し必要となる事項） 

第二十八条の九 法第八条の九第一項第七号の農林水産省令で定めるものは、次の

とおりとする。 

一 事業の実施による雇用の増大その他の樹木採取区の所在する地域における産

業の振興に対する寄与に関する事項 

二 経営規模の拡大、生産方式の合理化その他の林業経営の改善に関する事項 

三 労働環境の改善その他の雇用管理の改善に関する事項 

四 採取跡地における植栽の実施その他の国有林野の適切かつ効率的な管理経営

の実施の確保に関する事項 

（審査） 

第二十八条の十 森林管理局長は、法第八条の八第二項の申請書を受理したときは、

その申請に係る第二十八条の五第三号の公募の期間の終了後遅滞なく、法第八条

の十第二項の規定による選定をしなければならない。 

２ 森林管理局長は、書類の記載事項に疑義があり、提出された書類のみでは、法第

八条の十第二項の選定ができないと認めるときは、追加の書類を求めて選定を行

うことができる。 

（評価事項） 

第二十八条の十一 法第八条の十第二項の農林水産省令で定める事項は、次のとお

りとする。 

一 第二十八条の九第二号及び第三号に掲げる事項 

二 採取跡地における植栽の効率的な実施その他の国有林野の適切かつ効率的な

管理経営の実施の確保に対する寄与の程度 

（設定に関する通知） 

第二十八条の十二 法第八条の十二第一項の設定をする旨の通知は、法第八条の七

第一号及び第二号に掲げる事項を明らかにして行わなければならない。 
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（３）選定プロセスについて

公募の期間が終了した後、森林管理局長は、遅滞なく法第８条の 10 第２項の規定による選定

（以下「選定」という。）を行うことになります。 

 森林管理局長は、書類の記載事項に疑義があり、提出された書類のみでは選定ができないと

認めるときは、追加の書類を求めて選定を行うことができます。この追加の書類の提出につい

ては、10 日程度の提出期限を定めることになります。 

 森林管理局長は、選定プロセスの公平及び公正を期するために、森林管理局内に委員会を設

けて選定を行います。また、選定を円滑に行うため、森林管理局長は、申請者から提出された

書類の形式不備の確認、追加書類の提出の要求等を速やかに行います。 

（４）審査について

ア 欠格事由について

森林管理局長は、樹木採取権の設定の申請があった場合、審査を行う前に、申請者の法第８

条の 11 の欠格事由該当性の判断を行います。欠格事由該当性の具体的な判断基準について

は、国有林野の管理経営に関する法律に基づく樹木採取権の設定等に係る森林管理局長の処分

についての審査基準等の標準例について（令和２年３月 30 日付け元林国経第 165 号林野庁長

官通知）を参考に森林管理局長が定める審査基準等通知（以下「審査基準等通知」という。）

によります。 

法第８条の 11 の欠格事由は以下の①から⑤までになります。 

① この法律又は森林法に規定する罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執

行を受けることがなくなった日から２年を経過しない者

② 法第 17 条第１項の規定により法第 10 条に規定する分収造林契約を解除され、その解除の

日から２年を経過しない者

③ 法第８条の 22 第１項（第１号に係る部分に限る。）の規定により樹木採取権を取り消さ

れ、その取消しの日から２年を経過しない者

④ 十分な社会的信用を有していない者

⑤ 法人であって、その業務を行う役員のうちに①から④までのいずれかに該当する者がある

もの

イ 審査について

森林管理局長は、申請者が欠格事由に該当していなければ、遅滞なく、申請者が法第８条の

10 第１項の基準に適合しているかどうかを審査することになります。それぞれの基準への適合

の具体的な判断基準は審査基準等通知によります。なお、審査基準等通知に定められていると

おり、公募ごとに森林管理局長が定める参加資格要件を満たすか否かについては、以下の④の

基準への適合性として審査されることとなります。 

法第８条の 10 第１項の審査基準は以下の①から④までになります。 

① 経営管理を効率的かつ安定的に行う能力及び経営管理を確実に行うに足りる経理的基礎を

有すると認められること

② 申請額が、森林管理局長が樹木採取区ごとに定める樹木料の算定の基礎となるべき額以上

であること

③ 木材利用事業者等及び木材製品利用事業者等との連携により木材の安定的な取引関係を確

立することが確実と認められること

④ 国有林野の適切かつ効率的な管理経営の実施の確保に支障を及ぼすおそれがあるものでな

いこと

（５）評価・選定について

評価方法等については、審査基準等通知によります。

樹木採取権の設定を受ける者の選定は、審査基準等通知に定められているとおり、法第８条の

11 の欠格事由に該当せず、法第８条の 10 第１項の審査の基準に適合している申請者について、
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申請額、事業の実施体制、樹木採取区の所在する地域における産業の振興に対する寄与の程度及

び規則第 28 条の 11 に掲げる事項を具体化したものとして森林管理局長が公募時に示す評価項目

並びに評価基準及び配点に従って評価した点数の合計（以下「評価点」という。）により行うこ

ととなります。 

具体的には、審査基準等通知に定められているとおり、評価点の最も高い者を樹木採取権の設

定を受ける者として選定します。ただし、評価点の最も高い者が２者以上ある場合には、評価点

の最も高い者のうち、以下に掲げる者を樹木採取権の設定を受ける者として選定することとなり

ます。 

① 申請額に係る点数が高い者

② 申請額に係る点数が同点である場合には、事業の実施体制に係る点数が高い者

③ 申請額に係る点数及び事業の実施体制に係る点数が同点である場合には、地域における産業

の振興に対する寄与の程度に係る点数が高い者

④ 申請額に係る点数、事業の実施体制に係る点数及び地域における産業の振興に対する寄与の

程度に係る点数が同点である場合には、森林管理局長が公募時に示すその他の評価項目の点数

について、森林管理局長が公募時に示した順※で当該評価項目の点数が高い者

※ 原則として規則に規定する順とします。

（６）公募時に示す評価項目並びに評価基準及び配点について

公募時に示す評価項目並びに評価基準及び配点については、評価一覧表等として定められま

す。評価一覧表の評価項目は、申請額、事業の実施体制、樹木採取区の所在する地域における産

業の振興に対する寄与の程度、林業経営の改善、雇用管理の改善、国有林野の適切かつ効率的な

管理経営の実施の確保に対する寄与の程度となります。 

評価一覧表等については、林野庁長官が標準例を定め、森林管理局長は、この標準例に必要に

応じて地域の実情に合わせた項目を加え、各森林管理局における評価一覧表等の標準例を定め、

これに基づき、樹木採取区ごとの評価一覧表等を定めます。なお、林野庁長官が定めた標準例の

項目については必須とし、評価一覧表の標準例の評価基準及び配点は変えないこととしています

（評価一覧表の例については別紙１を参照）。 

47



（別紙１） 

評価一覧表（例） 

評価項目 評価基準 配点 

価格点 

【申請額】 100点

樹木料の申請額 価格点＝（審査対象事業者の申請額／申請者のうち最高額を

提示した者の申請額）²×価格点の配点数 

加算点 
【国有林野の適切かつ効率的な管理経営の実施の確保】 25点

事業の基本的な方針 

施業の方法 施業の方法（路網開設及びその維持を含む。）が、国の定め

た樹木の採取に関する基準及び地域管理経営計画に即したも

のとなっているか及び地域の地形、地質、降水量等を踏まえ

た配慮事項が提示されているかについて評価する。 

自然環境への配慮 自然環境への配慮（地域の自然環境特性等を踏まえ、作業時

の周辺環境の保全及び開設した路網の維持管理について具体

的方法、対境関係上の配慮事項等が提示されているか）に関

する工夫について評価する。 

安全対策 作業時の安全確保に関する具体的取組について評価する。 

木材の安定的な取引関係の確立に関する方針 

木材の新規需要開拓の具

体性・確実性 

連携する木材利用事業者等、木材製品利用事業者等及びその

他事業者が行う、樹木採取区に由来する木材を用いて行う新

規需要開拓の内容について、既存の国産材需要に悪影響を与

えないかどうかという観点から評価する。 

適切かつ効率的な国有林野の管理経営の実施の確保に資する工夫 

国有林野の管理経営に資

する事業実施上の取組 

樹木採取権に係る事業を実施する際の国有林野の適切かつ効

率的な管理経営の実施の確保についての工夫（自主的な林道

の草刈等）について評価する。 

国有林野の適切かつ効率

的な管理経営の実施の確

保のために定める契約事

項に関する事項 

樹木採取権における樹木の採取後の植栽に寄与する施業上の

提案について評価する。 

【事業の実施体制】 20点

企業の信頼性 

 同種事業の実績 

（過去３年間） 

過去３年間の発注先別の同種事業の実績状況について評価す

る。

労働災害の発生頻度 

（過去３年間） 

過去３年間の休業４日以上の労働災害の有無について評価す

る。 

技術者等の能力 

技術者の事業経験 

（過去５年間） 

過去５年間の、農林水産省、国（他機関）、都道府県又は市

町村が発注した素材生産事業を元請で事業実施した現場代理

人の（実）人数について評価する。 

技術者等の保有資格 フォレストワーカー（林業作業士）、フォレストリーダー（

現場管理責任者）、フォレストマネージャー（統括現場管理

責任者）、森林施業プランナー、森林作業道作設オペレータ

ー、低コスト作業路企画者又は技術者、技術士、林業技士、

フォレスター（森林総合監理士）について、複数の資格を有

している人数について評価する。

林業技能士の資格 職業能力開発促進法に基づく技能検定「林業職種」の技能士

のうち、１級林業技能士又は２級林業技能士の資格について

評価する。 
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その他の実施体制 

木材の安定取引の状況 申請時点における素材生産量に対する協定に基づく取引量の

割合について評価する。 

クリーンウッド法におけ

る登録木材関連事業者等

申請者又は協定者である木材利用事業者等がクリーンウッド

法に基づく登録木材関連事業者又は木材・木材製品の合法性

、持続可能性の証明のためのガイドラインに基づく合法木材

供給事業者の認定を受けている木材関連事業者であれば評価

する。 

【地域における産業の振興に対する寄与の程度】 31点

雇用の増大 新規雇用の計画について評価する。 

新規雇用の実績について評価する。 

作業員の地元雇用 事業に従事する作業員が地域内に居住しているか評価する。 

本店、支店又は営業所の 

所在の有無 

当該樹木採取区の所在する都道府県に本店、支店又は営業所

の所在の有無について評価する。 

木材の地元利用 樹木採取区に由来する木材が当該樹木採取区のある都道府県

内の連携する木材利用事業者等に供給されることを評価する

。 

民有林との連携 森林経営管理法に基づく経営管理実施権の設定等を受けてい

る又は森林法に基づく森林経営計画を自ら作成し認定を受け

ているか、施業を実施したかなどについて評価する 

災害協定等の締結 国有林、農林水産省（国有林以外）、国(他機関)、都道府県

又は市町村と申請時点において災害協定等を締結している場

合について評価する。 

防災活動に関する表彰 国有林、農林水産省（国有林以外）、国(他機関)、都道府県

又は市町村からの防災活動に関する表彰の実績について評価

する。 

国土緑化活動に対する 

取組 

植林活動、国又は地方公共団体との分収林等の取組実績につ

いて評価する。

ボランティア活動の実績 防災に資するボランティア活動の実績について評価する。 

【林業経営の改善に関する事項】 13点

生産性の向上 林業機械の導入、効率的な作業システム、工程管理の工夫等

の取組、労働生産性の向上が期待される数値目標の提案につ

いて評価する。

生産量の増加 素材生産量を積極的に増加する目標を有しているか（増加率

）について評価する。 

技術の向上 現場作業職員等の技術向上に向け、林業技能士の配置、技術

指導、研修会・講習会の開催・参加、「緑の雇用」事業の活

用、資格取得への支援等について評価する。 

【雇用管理の改善】 11点

作業員の雇用形態 事業に従事する作業員の雇用形態について評価する。 

労働福祉の状況 林業退職金制度、建設業退職金制度又は中小企業退職金制度
等による退職金共済契約の締結について評価する。 

ワーク・ライフ・バランス等

の推進

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認

定について評価する。 

次世代育成支援対策推進法に基づく認定について評価する。 

若者の雇用について評価する。 
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減点 【国有林野の適切かつ効率的な管理経営の実施の確保】 -30点

過去の事業における不誠実な

行為 

過去の事業における樹木採取権の取消し、樹木採取権の消滅
後の評価結果、システム販売協定における指示への対応結果
、各種国有林野事業における指名停止の処分について評価す
る。 
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第７章 権利設定料 

（１）法の規定

（樹木採取権の設定） 

第八条の五 （略） 

２ （略） 

３ 農林水産大臣は、樹木採取権の設定に際し、当該設定を受けた者（以下「樹木

採取権者」という。）から権利設定料を徴収するものとする。 

（公募） 

第八条の七 農林水産大臣は、前条第一項の規定による指定をしたときは、農林水

産省令で定めるところにより、次に掲げる事項をあらかじめ公表して、樹木採取

権の設定を受けることを希望する者を公募するものとする。 

一・二 （略） 

三 権利設定料の額 

四～七 （略） 

（樹木採取権の設定を受ける者の決定等） 

第八条の十二 （略） 

２・３ （略） 

４ 農林水産大臣は、第一項の設定を受けた者に対し、その申請に係る権利設定料

について、納付期限を定めて、その納付を命ずるものとする。 

５ 前項の権利設定料の納付方法は、政令で定める。 

（樹木採取権の取消し等） 

第八条の二十二 農林水産大臣は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当すると

きは、樹木採取権を取り消すことができる。 

一・二 （略） 

２ 農林水産大臣は、前項の規定により、抵当権の設定が登録されている樹木採取

権を取り消そうとするときは、あらかじめ、その旨を当該抵当権に係る抵当権者

に通知しなければならない。 

３ 樹木採取区が国の所有に属しなくなったときは、樹木採取権は消滅する。 

（２）政令の規定

（権利設定料の納付方法）

第七条 権利設定料は、法第八条の十二第一項の設定の日から三十日以内に納付す

るものとする。 

（権利設定料の返還） 

第八条 国は、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合においては、既に納

付された権利設定料の額に当該事由の発生により樹木を採取することができなく

なった樹木採取区の面積が法第八条の十二第一項の設定の時点における樹木採取

区の面積に占める割合を乗じて得た額を樹木採取権者に返還するものとする。 

一 法第八条の二十二第一項（第二号に係る部分に限る。）の規定により樹木採
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取権が取り消されたとき。 

二 法第八条の二十二第三項の規定により樹木採取権が消滅したとき（国の責め

に帰すべき事由がある場合に限る。）。 

三 災害その他やむを得ない事由により樹木採取権を設定した目的を達すること

ができなくなった場合において当該樹木採取権が放棄されたとき。 

（３）省令の規定

（設定の申請をするために必要な事項）

第二十八条の五 法第八条の七第七号の農林水産省令で定めるものは、次のとおり

とする。 

一～三 （略） 

四 権利設定料の算定方法 

五～七 （略） 

（４）権利設定料の基本的性質について

樹木採取権者は、国民共有の財産である国有林野に生育する樹木を長期安定的に独

占して採取することにより、一般的な民間事業者に比べ、効率的かつ安定的な事業の

実施が可能となることから、その事業利益が増加することとなります。 

このため、公平性及び公正性の観点から、樹木採取権を得ることの対価として、国

が、樹木採取権設定時に樹木採取権者からその事業利益の増加分の一部を、権利設定

料として徴収することになります。 

権利設定料の額は、どのような民間事業者であっても共通して低減されると見込ま

れるコストに見合うものとして、国が一律に定め、（５）のとおり機械的に算定され

ます。 

なお、機械の稼働率向上、効率的な路網配置等の経営努力、施業方法等によって、

民間事業者間で施業コストの低減度合いに差が出る部分については、公募の際に各民

間事業者が提示する樹木料の申請額の高低に反映されることになります。 

（５）権利設定料の額の算定について

ア 基本的な考え方について

権利設定料は、どのような民間事業者であっても共通して低減されると見込まれる

コストに見合うものとして、既存の立木の買入において入札等の都度必要であった現

地確認、入札等への参加、契約書等の作成等の事務的な手間、費用等に係る人件費等

の低減相当分を勘案するほか、樹木採取区の面積が増加するほど、上記の費用低減の

度合いも増加することを踏まえ、国により機械的に算定されます。 

イ 具体的な算定方法について

権利設定料の具体的な算定方法は以下の計算式によるものとし、権利設定料の最低

額は１万円とします。また、計算式の要素は以下の（ア）から(エ)によるものとし、

それぞれの樹木採取区における権利設定料については採取可能面積、複層伐、択伐に

あっては樹木採取区ごとの伐採方法別の伐採率及び森林管理局ごとの立木販売のha当
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たりの平均材積の値（皆伐、間伐別）を反映したものとします。 

従業員給与手当相当額の計算に使用する、工事原価に対する従業員給与手当相当額

の割合については、面積が大きくなるほど低減するため、図５のとおり採取可能面積

が大きくなるほど、既存の入札等としての立木のシステム販売協定の平均協定面積と

比較した際の差が大きくなり、権利設定料は増加することになります。 

権利設定料 ൌ ሺ𝐴ଶ െ 𝐴ଵሻ ൈ 𝑓ଵ ൈ 𝑓ଶ
ൌ ሼሺ𝐵 ൈ 𝐶ଶ ൈ 𝐷ଶሻ െ ሺ𝐵 ൈ 𝐶ଵ ൈ 𝐷ଵሻሽ ൈ 𝑓ଵ ൈ 𝑓ଶ

A1：S1を１つの事業として実施した場合の従業員給与手当相当額・・・（ア） 

A2：S2を１つの事業としてS1の面積だけ事業を実施した場合の従業員給与手当相

当額・・・（ア） 

S1：当該樹木採取区の採取可能面積・・・（イ） 

S2：立木のシステム販売協定の平均協定面積のうち伐採可能な面積（協定面積に

0.9を乗じたもの）・・・（イ） 

B ：S1の面積の工事原価・・・（ア） 

C1：S1の面積の工事原価の一般管理費等率・・・（ア） 

C2：S2の面積の工事原価の一般管理費等率・・・（ア） 

D1,D2 ：規模に応じた一般管理費等に占める従業員給与手当の割合・・・（ア） 

f1：伐採率に応じた補正係数・・・（ウ） 

f2：樹木採取区が所在する森林管理局ごとの補正係数・・・（エ） 

※ （ア）から（エ）は、各略字の要素が説明されている箇所として以下の

（ア）から（エ）に対応。

図５：工事原価に対する一般管理費等のうち従業員給与手当相当額の割合の比較 

（ア）従業員給与手当相当額は、国土交通省の調査※１による一般管理費等に占める従

業員給与手当の割合（200～300haの規模が該当する工事原価10億円以下の場合は

17.0%）を、工事原価が大きくなるほど一般管理費等率が低減する森林環境保全整

備事業設計積算要領（平成12年３月31日付け12林野計第138号林野庁長官通知）に
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おける一般管理費等率積算式を用いて算定された一般管理費等の額に乗じて算定

されます。 

表７：工事原価と一般管理費等率との関係 

工事原価（円） 
500万円以下 

(%) 

500万円超～30億円以下

(%) 

30億円超

(%) 

一般管理費等率（％） 25.13 
（下記算定式より算定し

た率×1.05） 
10.63 

一般管理費等率(%) ＝ -5.21826 × log（工事原価※２） ＋ 60.08343 

※１ 国土交通省「平成15年基準 公共建築工事積算基準の解説 建設工事編」

P63表Ⅲ-12 

※２ 工事原価（単位：円）＝ha当たり素材生産費※３×面積※４

※３ 素材生産費等調査（林野庁業務資料）の素材生産費（運材費を含まな

い。）の皆伐の場合の全国平均1,984千円/haを用いて算定 

※４ （イ）①の場合は立木のシステム販売協定の平均協定面積のうち伐採可能

な面積（協定面積に0.9を乗じたもの）、（イ）②の場合は採取可能面積 

（イ）権利設定料の額となる人件費等の具体的な低減額は、以下の①と②の従業員給

与手当相当額の差として算定されます。 

① 立木のシステム販売協定における協定面積の平均※を一つの事業として、樹木

採取区の採取可能面積と同面積となるまで、複数回実施する場合

※ H27－H29年度の皆伐の協定面積の平均27.0ha

② 樹木採取区の採取可能面積を一つの事業として実施する場合

なお、①において、立木のシステム販売協定を比較の対象として用いているの

は、立木のシステム販売協定では価格の競争に加え企画提案書の作成、木材加工

事業者等との協定締結、毎年度の国との売買契約及びその手続、毎年度の結果報

告（提案した内容の実施状況、販売先、販売量等）等の樹木採取権制度と類似の

手続が必要となるためです。 

（ウ）複層伐及び択伐指定の林地にあってはそれぞれの伐採率により権利設定料の額

を補正します。 

（エ）地域によって伐採する林地の面積当たりの材積が異なり、樹木採取区の面積当

たりから得られる利益にも差が生じるため、公平性の確保の観点から、立木販売

実績における皆伐のha当たり平均材積についての全国と各森林管理局の比によっ

て権利設定料の額を補正します。なお、間伐指定の林地にあっては、当該森林管

理局における立木販売の間伐のha当たり伐採量の実績と全国の立木販売実績の皆

伐のha当たり伐採量との比で補正します。 

（６）権利設定料の再算定について

公募の時点から樹木採取権の設定の日までの間に、自然災害等やむを得ない事由に
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より、樹木を採取することができなくなった箇所が生じた場合、採取可能面積から当

該箇所の面積を減じて、権利設定料の額を再算定します。 

（７）権利設定料の納付について

歳入徴収官事務規程（昭和27年大蔵省令第141号）第18条第１項において、「歳入徴

収官は、・・・納入の告知をする場合の納付期限については、法令その他の定めがあ

る場合を除く外、調査決定の日から20日以内において適宜の納付期限を定めることと

する。」とされています。一方で、権利設定料の額は、樹木採取区の面積に応じて算

定されるものであり、大面積の樹木採取区における樹木採取権の設定を受けた樹木採

取権者は、自己資金のみならず融資を受けて権利設定料の納付を行うことも想定され

ることから、権利設定料の納付期限については、国有林野の管理経営に関する法律施

行令（昭和29年政令第121号。以下「令」という。）第７条において、樹木採取権の設

定の日から30日以内に納付しなければならないこととされています。 

（８）権利設定料の返還の考え方について

ア 返還する場合について

権利設定料は、（４）のとおり公平性及び公正性の観点から樹木採取権を設定さ

れることの対価として徴収されるもののため、取消し等によって樹木採取権の完全

な行使ができなくなった場合であっても、原則として納付済みの権利設定料は返還

されません。 

しかしながら、樹木採取権の完全な行使ができなくなった原因が樹木採取権者にな

い場合においては、衡平の観点から、権利設定料の一部を返還することが適当と考え

られるため、令第８条の規定に基づき返還が行われることとなります。 

具体的には、以下の（ア）から（ウ）の場合に権利設定料の返還が行われることと

なります。なお、権利設定料の返還は、その手続に１年以上を要する場合もありま

す。 

（ア）令第８条第１号については、樹木採取区をダム、道路の施設用地等の公共の用

に供するなど、公益上やむを得ない必要が生じたことによる樹木採取権の取消し

（法第８条の 22 第１項第２号）があった場合について規定しています。 

（イ）令第８条第２号については、樹木採取区を国有林野の慣行利用がある者等に売

り払うといった、国の責めに帰すべき事由によって樹木採取区が国有財産でなく

なったことによる樹木採取権の消滅（法第８条の 22 第３項）が生じた場合につい

て規定しています。 

（ウ）令第８条第３号については、災害その他やむを得ない事由により樹木採取権を

設定した目的を達することができなくなった場合において当該樹木採取権が放棄

された場合について規定しています。 

災害その他やむを得ない事由としては、災害のほか、戦争、テロ、暴動、事

故、更には現時点では予想しがたい不可抗力などが考えられます。これらによっ

て、樹木採取区の樹木が滅失した場合、樹木採取区内の林道、樹木採取区に通じ

る国道等が大規模に崩壊し樹木採取権の存続期間内に樹木採取区への立入りが困
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難となった場合等は、樹木採取区において樹木の採取を行うことが事実上不可能

となります。 

このような場合、当該区域に係る樹木採取権について、その設定を受けた際に

期待した事業を実施することができないやむを得ない事由があったものとして、

樹木採取権者がこれを放棄することも想定されます。 

樹木採取権の放棄については、本来的には樹木採取権者の任意によって行われ

るものであり、（ア）及び（イ）に当たるものではありませんが、上記の場合につ

いては、 

① その放棄の原因について樹木採取権者に帰責性がないこと

② 国に帰責性がないため、これに対して損失補償を行うことはできないこと

から、樹木採取権の完全な行使ができることを前提として納付された権利設定料

の返還を行わなければ、樹木採取権者にとって著しく不利益が生じる事態となる

ため、衡平の観点から権利設定料の返還を行うこととされています。 

イ 返還額の算定について

権利設定料の返還額については、令第８条柱書きのとおり、アの（ア）から（ウ）

の事由の発生により樹木を採取することができなくなった区域の面積（以下「採取不

可面積」という。）が、当該樹木採取権の設定の時点における樹木採取区の面積に占

める割合を、既に納付された権利設定料の額に乗じて算定されます。 

返還額 ＝ 既に納付された権利設定料の額 

ൈ  
採取不可面積

樹木採取権の設定の時点における樹木採取区の面積

なお、上記の算定式において、分母となる樹木採取区の面積については、 

① 権利設定料の納付額は、これを納付すべき樹木採取権者に対して樹木採取権が

設定されたときの樹木採取区の面積に応じて計算されるものであること

② 権利設定料の返還が複数回にわたって行われることも想定されること

③ 権利設定後（権利設定の日を含む。）に、災害の応急対応のための樹木採取権

の取消し等が発生する可能性も考えられるため、算定の基礎となる樹木採取区

の面積がいつの時点のものか明確化する必要があること

から、樹木採取権の設定の時点のものを使用することとしています。 
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